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バージョンアップ情報〔給与上手くんα〕 
VERSION:26.002 

●給与上手くんα VERSION:16.301 
●給与上手くんαクラウド・給与上手くんαクラウド SE VERSION:16.301 
 
当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7・8.1・10 搭載機へのイ
ンストールは不可となっています。 
 
 雇用保険法の改正 
 雇用保険料率 

①令和 8 年度雇用保険料率（令和 8 年 4 ⽉から令和 9 年 3 ⽉まで）が改正されました。 
“⼀般”の事業︓14.5/1,000 から 13.5/1,000 に引き下げられます。 

  内訳︓失業等給付・育児休業給付の保険料率→事業主・被保険者とも 5.0/1,000 
     雇用保険⼆事業の保険料率→事業主のみ負担は、引き続き 3.5/1,000 

 子ども・子育て支援法 
 子ども・子育て拠出⾦率 

①令和 8 年 4 ⽉分からの子ども・子育て拠出⾦率は 0.36%で据え置きとなる⾒込みです。 
    （令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に正式な決定がなされます。） 
 子ども・子育て支援⾦制度 

①改正概要 
子ども・子育て支援法等の⼀部を改正する法律（令和 6 年法律第 47 号）により、児童手当等の財
源確保のため 「子ども・子育て支援⾦」 が創設されました。 

②令和 8 年度の子ども・子育て支援⾦額 
    ・支援⾦額（⽉額）＝標準報酬⽉額（賞与額）ｘ支援⾦率（令和 8 年度 0.23％）（労使折半） 

・徴収開始︓令和 8 年 4 ⽉分（5 ⽉支払分）より開始 
 令和 8 年度税制改正 

※非課税限度額の引き上げに関しては、あらかじめ令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇施⾏を想定し先⾏対応をしておりま
す。 

 マイカー通勤に関する改正（適用時期︓令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇以後支給分から） 
①マイカー通勤手当の非課税限度額引上げ 

令和 7 年度税制改正に続き、通勤距離が⽚道 65km 以上の従業員について、マイカー通勤手当の
非課税限度額が引き上げられます。 

②駐⾞場等料⾦の非課税枠の創設（上乗せ分） 
⼀定の要件を満たす駐⾞場等の利用料⾦について、⽉額上限 5,000 円を、マイカー通勤手当の非
課税限度額に上乗せできるようになります。 

 ⾷事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げ（適用時期︓令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇以後支給分から） 
①会社支給の⾷事補助費の非課税限度額引き上げ 

・現⾏︓⽉額 3,500 円 ⇒ 改正後︓⽉額 7,500 円（※従業員負担が 50％以上の要件は変更な
し） 
②深夜勤務に伴う夜⾷代（現物支給以外）の非課税限度額引き上げ 

・現⾏︓300 円以下 ⇒ 改正後︓650 円以下（予定） 
 その他の改良・修正を⾏いました。 
 
※詳細は、次ページからの“給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION: 16.301）の変更点” を参照してくださ
い。 
 
 
 

 
 
 
 

ご注意 
●他のＩＣＳシステムとマスターのやり取りを⾏われる場合は、他のＩＣＳシステム側も当改正対応プロ 

グラムのインストールを⾏い、バージョンを統一してください。 
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給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION:16.301）の変更点 
改正概要 

 

Ⅰ．雇用保険法 
 

1）雇用保険料率 
①令和 8 年度雇⽤保険料率（令和 8 年 4 ⽉から令和 9 年 3 ⽉まで）が改正されました。 

“一般”の事業︓14.5/1,000 から 13.5/1,000 に引き下げられます。 
     ※内訳︓失業等給付・育児休業給付の保険料率→事業主・被保険者とも 5.0/1,000 
      雇⽤保険⼆事業の保険料率→事業主のみ負担は、引き続き 3.5/1,000 

他の事業については下図参照。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 URL︓雇⽤保険料率について ｜厚⽣労働省 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html 

 
 
Ⅱ．子ども・子育て支援法 
 

1）子ども・子育て拠出⾦率 
①令和 8 年 4 ⽉分からの⼦ども・⼦育て拠出⾦率は 0.36%で据え置きとなる⾒込みです。 

    （令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に正式な決定がなされます。） 
 

2）子ども・子育て支援⾦制度 
   ①改正概要 

⼦ども・⼦育て⽀援法等の一部を改正する法律（令和 6 年法律第 47 号）により、児童手当等の財源
確保のため 「⼦ども・⼦育て⽀援⾦」 が創設されました。 
02_法改正の概要,新旧対照表(抜粋) 
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e0eb9d18-
d7da-43cc-a4e3-51d34ec335c1/31f3e2fd/20240612_policies_young-carer_12.pdf 
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   ②令和 8 年度の⼦ども・⼦育て⽀援⾦額 
    ・⽀援⾦額（⽉額）＝標準報酬⽉額（賞与額）ｘ⽀援⾦率（令和 8 年度 0.23％）（労使折半） 
 
 
 
 
 
 
 
    ・徴収開始︓令和 8 年 4 ⽉分（5 ⽉⽀払分）より開始 
    ・⽀援⾦率は段階的に引き上げ⾒込みです。（0.4％程度まで） 

参照︓⼦ども・⼦育て⽀援⾦制度について｜こども家庭庁 
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido 

 
 
Ⅲ．令和 8 年度税制改正 
 
※上記非課税限度額の引き上げに関しては、あらかじめ令和 8 年 4 月 1 ⽇施⾏を想定し先⾏対応をして

おります。今後、延期等となった場合には、自動計算をしている箇所については手修正が必要となる
場合があります。ご注意ください。 

 
1）マイカー通勤に関する改正 

   ①マイカー通勤手当の非課税限度額引上げ 
    令和 7 年度税制改正に続き、通勤距離が⽚道 65km 以上の従業員について、マイカー通勤手当の非

課税限度額が以下のとおり引き上げられます。 
改正前 改正後 

通勤距離 非課税限度額 通勤距離 非課税限度額 

⽚道 55km 以上 38,700 円 

⽚道 55km 以上 65km 未満 38,700 円 
⽚道 65km 以上 75km 未満 45,700 円 
⽚道 75km 以上 85km 未満 52,700 円 
⽚道 85km 以上 95km 未満 59,600 円 
⽚道 95km 以上 66,400 円 

・適⽤時期︓令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇以後⽀給分から 
 
②駐⾞場等料⾦の非課税枠の創設（上乗せ分） 

一定の要件を満たす駐⾞場等の利⽤料⾦について、⽉額上限 5,000 円を、マイカー通勤手当の非課
税限度額に上乗せできるようになります。 

    ・適⽤時期︓令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇以後⽀給分から 
 

2）⾷事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げ 
①会社⽀給の⾷事補助費の非課税限度額引き上げ 

    ・適⽤時期︓令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇以後⽀給分から 
・現⾏ ︓⽉額 3,500 円 

    ・改正後︓⽉額 7,500 円（※従業員負担が 50％以上の要件は変更なし） 
     《例》1 ⾷あたり 800 円ｘ20 ⽇＝⽉額 16,000 円 
        現⾏ ︓会社 3,500 円／従業員 12,500 円 
        改正後︓会社 7,500 円／従業員 8,500 円 →従業員負担が 4,000 円軽減 
    

②深夜勤務に伴う夜⾷代（現物⽀給以外）の非課税限度額引き上げ 
・現⾏ ︓300 円以下 
・改正後︓650 円以下（予定） 

※判定は、会社⽀給⽇で判定しております。 

年収 被保険者一人当たり（⽉額） 
200 万円 192 円 
400 万円 384 円 
600 万円 575 円 
800 万円 767 円 
1,000 万円 959 円 
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 改正対応 
 

■『令和 8 年給与マスター』の⼊⼒画⾯等を開くと、改正内容の情報を表⽰します。 
   変更内容を確認の上、“はい”で処理を進めてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ．登録・導入／新規会社登録・修正・削除 
 

1）会社登録－社会保険タブ 
   ①健康保険料率の欄に、「⼦育て⽀援⾦」欄を新設しました。 

（適⽤開始⽉以前でも欄は表⽰されます。率は空欄⼜は 0.000 です。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）社員登録 
   ①労働条件タブ－通勤費ダイアログ 

   ・電⾞・バス／マイカー・⾃転⾞︓「非課税総額（当⽉分）」について、改正に対応しました。 
    ・「駐⾞場代」欄を新設しました。最⼤ 5,000 円を非課税総額に上乗せします。 
     （適⽤開始以前でもグレー欄の⼊⼒不可状態で表⽰されます。） 

 《ご注意》 
①給与上手くんαシリーズやＣＳ環境のサーバー機とクライアント機は、共に改正対応プログラムの 

インストールを⾏いバージョンを統一してください。 
 

②改正後のマスターを改正前の『令和 7 年分年末調整改正対応プログラム』で動作することは可能 
ですが、⼊⼒画⾯等を開くと再計算が⾏われ改正前の保険料率で計算しますのでご注意ください。 

 
③『令和 7 年分年末調整改正対応プログラム』以降で作成したマスターと当プログラムで作成した 

マスターは互換性があるため、どちらのプログラムからでも「通信・移動処理（給与マスターコピ 
ー含む）」は⾏えます。 
※『令和 7 年分年末調整改正対応前プログラム』ではマスターのやり取りは⾏えません。 
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   ②社会保険タブ 

健康保険料の内訳として「内⼦ども・⼦育て⽀援⾦」⾏を新設しました。 
    全年度において表⽰されますが、⾦額は令和 8 年以降マスターで⾃動でセットされます。 
    （適⽤開始以前でも⾦額 0 で表⽰されます。） 

 
 

3）項目属性登録 
   ①⾷事手当（課税 SW「⾃動」）の非課税限度額を 3,500 円から 7,500 円に変更しました。 

（令和 8 年 4 ⽉以降適⽤） 
 
 
 
Ⅱ．登録・導入／源泉徴収税額表 
 

1）通勤費 
   ①マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ及び駐⾞場代の非課税限度額への加算に対応しました。 
    ・バージョン「システム︓08 年 04 ⽉ 001 版」のテーブルを追加しました。 
 
 
 
    ・⽚道 65km メートル以上の 1 ヶ⽉あたりの限度額を追加しました。 
    ・駐⾞場代を新規で追加しました。 
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Ⅲ．登録・導入／社会保険料額表 
 

1）【健康保険料】／協会管掌 
①⼦ども・⼦育て⽀援⾦制度に対応しました。 

    ・バージョン「システム︓08 年 04 ⽉ 001 版」のテーブルを追加しました。 
 
 
 
    ・保険率タブに「⼦ども・⼦育て⽀援⾦率」欄を新設しました。 
 
 
 
 
    ・保険料額表タブに「⼦ども・⼦育て⽀援⾦率」欄、「⼦ども・⼦育て⽀援⾦」欄をそれぞれ新設し

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）【健康保険料】／組合管掌 
   ①「⼦ども・⼦育て⽀援⾦」欄を新設しました。 

・全年度において表⽰されますが、令和 7 年以前は⼊⼒不可のグレーで空欄です。 
    ・バージョンを新規作成して⼦ども・⼦育て⽀援⾦率（額）を⼊⼒してください。 
 
    《給与率（内訳）タブ》 
     率編集時 
 
 
 
 
    《給与率（合計）タブ》 
     ●率編集時 
      ※給与率（内訳）タブを参照 
     ●額編集時 
     ・保険料額表の下部に横スクロールバーを配置しました。 
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    《賞与率タブ》※賞与率「使⽤する」のときのみ 
 
 
 
 
 

3）【雇用保険料】／雇用保険料率 
   ①令和 8 年度の雇⽤保険料率に対応しました。 
    ・バージョン「システム︓08 年 04 ⽉ 001 版」を追加しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ．給与・賞与／入⼒・出⼒ 
 

1）給与・賞与 
   ①「健康保険料」の内訳項目として「⼦育て⽀援⾦」を追加しました。（令和 8 年以降マスター） 
    ⾃動計算項目（⽔⾊）で、上書き⼊⼒が可能です。※明細書⼊⼒には表⽰されません。 
 
    ・社員一覧⼊⼒ 
 
 
 
 
 
    ・項目一覧⼊⼒ 
 
 
 
 
 
 
 
    ・登録更新－ユーザー項目登録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目登録 
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   ②⼦ども・⼦育て⽀援⾦の計算 
    ⼦ども・⼦育て⽀援⾦＝標準報酬⽉額（賞与額）×⼦ども・⼦育て⽀援⾦率 

※端数処理は、標準報酬⽉額（賞与額）に、一般保険料率と⼦ども・⼦育て⽀援⾦率とを合算した率
を乗じて得た額を折半した上で、50 銭以下切り捨て、50 銭超切り上げです。 

 
    これに伴い、健康保険関連の計算を以下のように変更しました。（※＝端数処理） 
 
    （改正前）健康保険料＝（一般保険料率＋介護保険料率）×標準報酬⽉額（※） 
         特定保険料＝特定保険料率×標準報酬⽉額（※） 
         介護保険料＝健康保険料－（一般保険料率×標準報酬⽉額（※）） 
         基本保険料率＝健康保険料－特定保険料－介護保険料 
 
    （改正後）健康保険料 

＝（一般保険料率＋介護保険料率＋⼦ども⼦育て⽀援⾦率）×標準報酬⽉額（※） 
         特定保険料＝特定保険料率×標準報酬⽉額（※） 
         介護保険料 

＝健康保険料－（（一般保険料率＋⼦ども⼦育て⽀援⾦率）×標準報酬⽉額（※）） 
         ⼦ども⼦育て⽀援⾦＝⼦ども⼦育て⽀援⾦率×標準報酬⽉額（※） 
         基本保険料率＝健康保険料－特定保険料－介護保険料－⼦ども⼦育て⽀援⾦ 
 
 

2）賃⾦台帳 
   ①健康保険料の内訳項目として、保険関係に「⼦育て⽀援⾦」を追加しました。 

（令和 8 年以降マスター） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3）出⼒処理 
①明細書出⼒ 

・F6 出⼒項目－出⼒設定タブ－控除項目欄設定において、「□⼦育て⽀援⾦を出⼒」の設定を追加 
しチェックボックス⽅式へ変更しました。（令和 8 年以降のマスターで選択可能） 

 
 
 
 
 
     ※「両⽅を出⼒」にチェックが⼊っていたマスターは、バージョンアップ後「介護保険料」 

「基本・特定・調整保険料を出⼒」の 2 つにチェックのある状態となります。必要に応じて 
付け直してください。 

    ・給与明細書に⼦ども・⼦育て⽀援⾦額を表⽰できるようにしました。（最⼤ 5 桁） 
上記出⼒設定のチェックによって、表⽰が異なります。 

     （例）すべてにチェックのある状態 
 
 
 

4 ⽉分（5 ⽉引き落とし）から⾦額発⽣ 
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     《出⼒パターン》 
 
 
 
 
 

☑パターン 表⽰ 
① （内介護 123,456） 
② 健（基本 123,456 特定 123,456 調整 123,456） 
③ （⼦育て⽀援⾦ 12,345） 
①② 健（基本 123,456 特定 123,456 調整 123,456 介護 123,456） 
①③ 健（⼦育 12,345 介護 123,456） 
②③ 健（基本 123,456 特定 123,456 調整 123,456 ⼦育 12,345） 
①②③ 健（基 123,456 特 123,456 調 123,456 ⼦ 12,345 介 123,456） 

       ※英語表記は、⼦育て⽀援⾦→Child 
        ②については出⼒していないため、①Care と③Child を組み合わせて表⽰します。 
      ①③のパターン 
 
 
 
      ②③のパターン 
 
 
 
 
   ※「⼦ども・⼦育て⽀援⾦」の項目は、年調処理中で「年末調整処理での過不⾜税額表⽰」設定が 

下記の場合出⼒はされません。 
（以前から「健康保険・厚⽣年⾦」の内書き出⼒も同様に出⼒されていません。） 

       ①「所得税」と「過不⾜税額」を分けて出⼒する。 
       ②単独年調処理時、「過不⾜税額」のみで⼒する。 
    

②⽉別給与一覧表 
・F6 出⼒項目－控除額タブに「□⼦育て⽀援⾦」の項目を追加しました。（初期値＝☑なし） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
② 
③ 
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③社会保険チェックリスト 
    総保険料、本人負担に「⼦育て⽀援⾦」の項目を追加しました。 
       《総保険料》      《本人負担》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④社会保険計算リスト－健康保険リスト 
    「⼦育て⽀援⾦」の項目を追加しました。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 修 正 
 

Ⅰ．給与・賞与 
 

1）出⼒処理 
   ①源泉徴収簿兼賃⾦台帳において、⾦額が発⽣していて出⼒対象外の項目があるにもかかわらず、下記

の注意喚起メッセージが表⽰されないケースがあったのを修正しました。 
 
 
 
 
 
 

《詳細》 
・過去の⽉で「不使⽤」とされていた“項目①”を、当⽉で“使⽤”に変更 

過去の⽉で「使⽤」に設定されている“項目①”以降の⽀給項目について、⾦額発⽣有り無しのチェ
ックが⾏われなくなっていました。（⽀給項目のみ） 
この時、総⽀給額、差引⽀給額には該当項目の⾦額が集計されていました。 

 
 

以上 


